
 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度大井川焼津藤枝スマート IC周辺まちづくり事業化検討業務委託  

プロポーザル実施要領 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年７月 

 

焼津市都市整備課 

 

 



 

【目次】 

 

１ 趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

２ 業務概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

３ 業務目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

４ 担当課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

５ 参加資格・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

６ スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

７ 質問及び回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

８ 参加表明書等の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３ 

９ 企画提案書等の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

10 プレゼンテーション・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

11 優先交渉権者の選定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

12 契約・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

13 その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

 

 

 

様式１ 誓約書 

様式２ 参加表明書 

様式３ 会社概要 

様式４ 質問書 

様式５ 辞退届 

様式６ 企画提案書かがみ 

様式７ 配置技術者調書（保有資格） 

様式８ 配置技術者調書 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

１ 趣旨 

  本実施要領は、令和６年度大井川焼津藤枝スマート IC 周辺まちづくり事業化検

討業務委託を実施するにあたり、業務実績や取組体制、企画提案等を求め、本市及

び焼津市上泉・相川地区土地区画整理準備組合（以下「準備組合」という。）の現状

や特性等を十分に理解し、本事業の実現に向け、最適な者を選定するための手続き

に関し必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

(1) 委託業務名 

   令和６年度大井川焼津藤枝スマート IC 周辺まちづくり事業化検討業務委託 

 (2) 業務内容 

   令和６年度大井川焼津藤枝スマート IC周辺まちづくり事業化検討業務委託 

特記仕様書および参考資料（検討経過）のとおり 

(3) 履行期間 

   契約締結日から令和７年３月 20日まで 

(4) 上限額 

  15,000,000円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

本業務に関する金額は、単に業務規模を示したものであり、契約に係る予定価

格を示すものではない。 

また、提案内容に関わらず、上限額を超える提案は受け付けない。 

 

３ 業務目的 

  本業務は、準備組合が行うまちづくりの具体的な内容検討を支援するため、役員

及び関係権利者の意見を集約し、合意形成を図りながら、まちづくりに関する課題

及び解決策を整理し、事業化に向け必要事項の整理を行うことを目的とする。 

  検討にあたり、これまでの検討経過、準備組合において作成されたゾーニング（案）

３案、関係計画、現地状況、市場性等を踏まえ、実現性を加味するとともに、関係

権利者の合意形成を図り、土地利用構想として取りまとめる。 

 

４ 担当課 

  焼津市都市政策部都市整備課 開発担当 

  〒425-8502 焼津市本町２丁目 16番 32号 

TEL：054-625-7050  FAX：054-626-2184 

E-mail：toshiseibi@city.yaizu.lg.jp 

 

５ 参加資格 

  本プロポーザルに参加できる者は、参加表明書提出日から契約締結の日までの期

間にわたり、次の要件をすべて満たす者とする。 
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  なお、共同企業体による参加も可能とし、参加表明書において代表企業を定め、

代表企業が次の要件を満たすことを条件とする。なお、(2)の要件については全ての

構成員が満たすこと。 

(1) 平成26年４月１日から本公告日までの間に、国又は地方公共団体において、元

請として受託し完了した次のいずれかの業務の実績を有すること。 

  ただし、共同企業体の構成員としての実績は、代表企業であるものに限る。 

インターチェンジ（スマートICを含む）周辺地域における 

ア 土地利用構想策定業務 

イ まちづくりのための関係権利者合意形成業務 

ウ 区画整理事業化検討業務 

(2) 焼津市随意契約見積心得第 15 に定める見積りする資格のない者に該当しない

こと。 

  また、共同企業体による参加を行う場合、同見積心得第 16及び第 17に該当し

ないこと。 

 (3) 次のいずれかの資格を有する者を管理技術者として本業務に配置できること。 

  ア 技術士 建設部門「都市及び地方計画」 

イ 技術士 総合技術管理部門「建設-都市及び地方計画」 

 (4) 土地区画整理士の資格を有する者を技術者として本業務に配置できること。 

 

６ スケジュール 

項目 日時 

公告日 令和６年７月 12日（金） 

質問期限 令和６年７月 19日（金）午後３時まで 

質問の回答（本市ホームページに掲載） 令和６年７月 24日（水）まで 

参加表明書等及び企画提案書の提出期間 
令和６年７月 25日（木）から 

令和６年８月１日（木）午後３時まで 

選定結果の通知 令和６年８月９日（金） 

 

７ 質問及び回答 

  本実施要綱及び仕様書に関する質問は、下記のとおりとする。 

(1) 提出期限 

  令和６年７月19日（金）午後３時まで 

(2) 提出先 

  上記４に同じ 

(3) 提出方法 

ア 電子メールにより、質問書(様式４)を提出し、メール送信後、電話によるメ

ール着信の確認をすること。電話等による質問は受け付けない。 

イ メールのタイトルは「【質問】令和６年度大井川焼津藤枝スマートIC周辺ま
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ちづくり事業化検討業務委託に関する質疑について」とすること。 

(4) 回答 

ア 厳正かつ公平を期すため、質問及び回答内容は、令和６年７月24日（水）ま

でに本市ホームページへ掲載する。 

イ 回答内容は、本要領の追加又は訂正とみなす。 

 (5) 説明会 

   本プロポーザルに関する説明会は実施しない。 

 

８ 参加表明書等の提出 

(1) 提出期間 

   令和６年７月25日（木）から令和６年８月１日（木）午後３時まで 

 (2) 提出先 

   上記４に同じ 

 (3) 提出方法 

持参（土日祝日を除く午前８時30分から午後５時までとする。）又は郵送（書

留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。） 

 ※共同企業体の場合は、次の提出書類のうち、「ウ」から「コ」までの書類に

ついて、構成員全ての分を提出すること。 

※焼津市競争入札参加資格者の資格に関する要綱に基づき、有資格者名簿に登

録をしている場合は、「キ」及び「ク」を省略することができる。 

 (4) 提出書類 

  ア 誓約書（様式１） 

  イ 参加表明書（様式２） 

  ウ 会社概要（様式３）及び会社パンフレット等 

  エ 上記５(1)の業務実績を証する書類（テクリス等（業務内容がわかるもの）

の写し等） 

  オ 配置技術者調書（保有資格）（様式７） 

  カ 法人・商業登記現在事項全部証明書（写し可。発行日より３か月以内のも

の。） 

  キ 財務諸表（写し可。貸借対照表及び損益計算書、いずれも終了した直近の事

業年度のもの） 

  ク 納税証明書（写し可。市税、法人税、消費税及び地方税について未納がない

ことを証明するもの。税務署様式その３又はその３の３。発行日より３か月以

内のもの。） 

ケ  印鑑証明書（代表者印の印鑑証明書、発行日より３か月以内のもの。） 

  コ 共同企業体の設置に関する協定書（共同企業体のみ。） 

   

 ※参加資格が無いと認められた事業者には、提出日の翌日から起算して２日（祝日



 

4 

 

等を除く）以内に電子メールにて通知する。また、その理由について、通知を受けた

日の翌日から起算して3日（祝日等を除く）以内に、書面により説明を求めることが

できる。市は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して7日以内に書面

により回答する。 

※参加表明後に辞退する場合には、８月５日（月）までに辞退届（様式５）を上記

４まで提出すること。 

 

９ 企画提案書等の提出 

 (1) 提出期間 

   令和６年７月 25日（木）から令和６年８月１日（木）午後３時まで 

   ※企画提案書等は、参加表明書等提出時または提出後に提出すること。 

 (2) 提出先 

   上記４に同じ 

 (3) 提出方法 

   持参（土日祝日を除く午前８時 30分から午後５時までとする。）又は郵送（書

留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。） 

 (4) 提出書類 

ア 企画提案書（かがみは様式６を使用すること） 

イ 見積書（任意様式） 

ウ 配置予定技術者調書（様式８） 

  ※企画提案書の業務実績のいずれかに関わり完了した実績を記載すること。 

エ 工程表（任意様式） 

 (5) 提出部数 

   正本１部、副本１０部 

(6) 作成上の留意点 

ア 企画提案書は、かがみ（様式６）、目次を除き、A４判片面 12ページ以内（A 

３判の場合 は片面 6ページ以内）とすること。 

イ 文字の大きさは、図表等を除き、12ポイント以上とする。 

ウ 使用言語は日本語とする。 

エ 企画提案書の表紙に、提案書に関する連絡先（会社名、所属部署、担当者名、

電話番号、メールアドレス）を記載すること。（正本のみ） 

※副本には、連絡先を記載しないこと。 

オ  見積書は、任意様式とするが、別紙「令和６年度 大井川焼津藤枝スマート

IC周辺まちづくり事業化検討業務委託 特記仕様書」に記載する業務 

項目と一致させること。 

（7）企画提案書の記載事項 

  以下の項目について、「令和６年度 大井川焼津藤枝スマート IC周辺まちづく

り事業化検討業務委託 特記仕様書」の業務内容に沿って作成し、実施に当たっ
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ての取組、手法及び体制等の提案事項を P5,P6の評価基準の内容を踏まえ、簡潔

明瞭に記載すること。 

ア 業務実績・配置予定技術者実績（各３件まで） 

※業務実績を証する書類を提出すること。 

イ 実施方針 

    ウ  実施体制  

エ  現状・課題の把握 

オ 市場調査・企業ヒアリング 

カ 土地利用構想の方針・事業化の手法 

  キ 関係権利者の合意形成 

  ク 関係機関協議資料の作成 

  

10 プレゼンテーション 

  提案内容に関するプレゼンテーションは開催しない。 

 

11 優先交渉権者の選定 

受注者の選定は、本市職員で組織する審査委員会において、企画提案書や配置技

術者調書等の内容を評価し、本事業を最も的確に遂行できると判断される事業者を

最優秀提案者（優先交渉権者）とする。 

 (1) 評価については、審査委員会が、下記(4) 評価基準及び配点により採点し、各

委員の評価点合計が最も高い提案者を第一優先交渉権者とする。 

 (2) 評価点合計満点の６割を最低基準点と定め、最低基準点に満たない提案は、優

先交渉権者の選定対象から除外する。 

 (3) 提案者が１者の場合、その評価が最低基準点以上である時は、最優秀提案者（優

先交渉権者）として選定する。 

 (4) 評価基準及び配点 

審査項目 内容、評価の視点 配点 

① 業務実績 

・平成 26年４月１日から本公告日までの間に、国又は地方公

共団体において、元請として受託し完了した次のいずれかの

業務実績（各最大３件） 

インターチェンジ（スマートICを含む）周辺地域における 

①土地利用構想策定業務 

②まちづくりのための関係権利者合意形成業務 

③区画整理事業化検討業務 

15 

② 配置技術者の 

実績 

・配置技術者が、平成 26年４月１日から本公告日までの間に、

国又は地方公共団体において、元請として受託し完了した次

のいずれかの業務に携わり完了した実績。 

（各最大３件） 

15 
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インターチェンジ（スマートICを含む）周辺地域における 

①土地利用構想策定業務 

②まちづくりのための関係権利者合意形成業務 

③区画整理事業化検討業務 

③ 業務見積書 ・事業内容から見た見積額は妥当か。 10 

④ 実施方針 

・本業務の目的を理解し、地域の実情を把握した方針が示され

ているか。 

・本業務の目的や内容を具現化するための考え方が示されて

いるか。 

10 

⑤ 実施体制 

・本業務の円滑な遂行に必要な知識・経験等を有す配置体制と

なっているか。 

・発注者の要望等に迅速・柔軟に対応できる妥当な体制となっ

ているか。 

10 

⑥ 現状・課題の把握 ・検討区域の現状や事業化に向けた課題が示されているか。 20 

⑦ 市場調査・企業ヒ

アリング 

・当該地域に対する企業の進出意欲を調査するために有効な

手法が示されているか。 

・想定されるヒアリング先の業種・企業例・ヒアリング数・ヒ

アリング内容の案が示されているか。 

・準備組合の意向に配慮し、かつ実現性のあるまちづくりを進

めるために、最適な企業を見つけるための手法が示されてい

るか。 

40 

⑧ 土地利用構想の

方針・事業化の手

法 

・これまでの検討経過を踏まえ、想定される土地利用構想の方

針が示されているか。 

・土地利用構想の実現及び事業化に向けた実施手法の可能性

が示されているか。 

40 

⑨ 関係権利者の 

合意形成 

・関係権利者、進出意欲のある企業等の意向を踏まえ、事業化

に向けた目標について合意形成を図るために、有効なプロセ

ス、手法および工夫が示されているか。 

30 

⑩ 関係機関協議資

料の作成 

・想定される関係機関協議資料が示されているか。 

・作成の優先順位及び本業務内で作成可能な関係機関協議資

料が示されているか。 

・静岡県内における都市計画協議の実績を踏まえた提案とな

っているか。 

40 

⑪ 業務工程 

・本業務の円滑な遂行に妥当な工程となっているか。 

（効率的な業務遂行のための工程上のポイントや留意点が

示されているか） 

10 

合計  240 
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(5) 選定結果の通知 

ア 全ての提案者に対し、令和６年８月９日（金）に文書にて発送するとともに、

最優秀提案者（優先交渉権者）を、本市ホームページにて公表する。 

  イ 選定に関する問合せ及び意義には、一切、応じないものとする。 

 

12 契約 

 (1) 優先交渉権者と契約交渉を行った上、合意が得られた時点で契約を締結する。 

 (2) 契約締結日までの間において、焼津市競争入札参加資格停止措置要綱（平成 24

年２月７日告示第 30号）第２条第１項の規定に基づく指名停止を受けた場合は、

優先交渉権を喪失するものとする。 

 (3) 優先交渉権者との交渉が不調に終わった場合は、評価により順位付けられた上

位の者と同様の交渉を行うこととし、以下同様とする。 

 

13 その他 

 (1) 企画提案書の作成および応募等、本プロポーザルに係る一切の費用は、参加表

明者の負担とする。 

 (2) 提出された書類の取扱いは、次のとおりとする。 

ア 市は、提出された書類を審査に必要な範囲において、無償で複製することが

できることとする。 

イ 提出された書類は、返却しない。 

ウ 公平性、透明性及び客観性を期するため、提出された書類を公表することが 

ある。 

 (3) 提出された書類において、審査に必要と認められる場合は、資料の追加提出を

求めることがある。 

 (4) 企画提案書等に記載された配置技術者は、原則、変更できないものとする。 

ただし、やむを得ない理由により変更する場合は、本市の承認を得た上で、同

等以上の者に変更するものとする。 

 


